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○ （一社）不動産協会からのみずほ銀行、東京大学エコノミックコンサルティングへの委託事業におい
て示された、（住宅ローン減税による控除額以外に影響を及ぼす要因の変化が少ないとする、）平成22
年、23年の間で住宅の取得確率の差（約10～15％の減少）について、「住宅・土地統計調査」により検
証した。

○ 最大控除額が100万円減少したことにより、取得確率が約2.9％減少しており、住宅ローン減税により
住宅取得が促進されている可能性が示唆された。

最大控除額が１００万円変化したことにより、取得確率が約2.9％減少
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住宅取得確率の変化

約2.9％

持ち家取得数 ：家計を主に支える者の従前の居住形態が「持ち家」以外の住宅で、（現在の）住宅の所有の関係が「持ち家」かつ家計を主に支える者
の入居時期が平成22年・平成23年で新築住宅（建替え含む）を取得した主世帯数

借家世帯数 : 住宅の所有の関係が「借家」である主世帯数
※平成20年（2008年）・平成25年（2013年）の数値より線形予測した数値を使用。

住宅ローン減税による住宅取得の促進効果

前年の借家世帯数に対して、当年にどれだけ
新たに新築の持ち家が取得されたか
＝住宅取得確率として計算

住宅取得確率＝持家取得数（t年期）/借家世帯数（t-1年時点）

※平成22年を100として算出

（2010年） （2011年）

（総務省「住宅・土地統計調査」より国土交通省作成）
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○ 最大控除額が100万円減少したことにより、取得確率が約2.9％減少するとした場合に、現行の住宅
ローン減税が無くなった場合の、住宅取得数への影響を試算した。
○ 住宅ローン減税による住宅取得促進効果は約4.9万戸、住宅投資の押上効果は約1.1兆円と試算

【参考】住宅ローン減税による住宅投資額の押上効果の試算

■ 住宅ローン減税が無くなった場合の影響の試算 ※2023年データをもとに試算

①最大控除額が減少した場合の住宅取得率の変化 ：約2.9％/100万円（H22,23 での比較結果）

②現行の住宅ローン減税の最大控除額（2023年）：約375万円
※性能種別（⾧期優良・ZEH水準・省エネ基準・一般住宅）ごとの最大控除額の算術平均で算出

③住宅ローン減税が無くなった場合の住宅取得率の変化（2023年）（①×②）
⇒約11％（最大控除額の変化に比例して取得率が変化すると仮定）

④持家・分譲住宅の着工戸数（2023年）：454663戸

⑤住宅ローン減税が無くなった場合の住宅取得数の減少数（2023年）（③×④）
⇒約4.9万戸

⇒上記を踏まえた、住宅ローン減税による住宅投資額の押上効果は約1.1兆円※1と推計
（一次波及効果は約2.0兆円※2）

※1：住宅の性能向上等による住宅投資の押上効果は計算に含めていない
※2：総務省「令和2年（2020年）産業連関表による経済波及効果 簡易計算ツール」より推計



○ 最大控除額が100万円減少したことにより、取得確率が約10～15％減少するとした場合に、現行の住
宅ローン減税が無くなった場合の、住宅取得数への影響を試算した。
○ 住宅ローン減税による住宅取得促進効果は約17～26万戸、住宅投資の押上効果は約3.8～5.8兆円と
試算

【参考】住宅ローン減税による住宅投資額の押上効果の試算（不動産協会調査に基づく試算）

■ 住宅ローン減税が無くなった場合の影響の試算 ※2023年データをもとに試算

①最大控除額が減少した場合の住宅取得率の変化 ：約10～15％/100万円（H22,23 での比較結果）

②現行の住宅ローン減税の最大控除額（2023年）：約375万円
※性能種別（⾧期優良・ZEH水準・省エネ基準・一般住宅）ごとの最大控除額の算術平均で算出

③住宅ローン減税が無くなった場合の住宅取得率の変化（2023年）（①×②）
⇒約37.5～56.3％（最大控除額の変化に比例して取得率が変化すると仮定）

④持家・分譲住宅の着工戸数（2023年）：454663戸

⑤住宅ローン減税が無くなった場合の住宅取得数の減少数（2023年）（③×④）
⇒約17.0～25.6万戸

⇒上記を踏まえた、住宅ローン減税による住宅投資額の押上効果は約3.8～5.8兆円※1と推計
（一次波及効果は約6.8～10.4兆円※2 ）

※１：住宅の性能向上等による住宅投資の押上効果は計算に含めていない
※２：総務省「令和2年（2020年）産業連関表による経済波及効果 簡易計算ツール」より推計
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住宅ローン減税による住宅取得の促進効果③

○ （公財）日本住宅総合センターの調査事業において、住宅ローン減税の最大控除額の変化に伴う住
宅着工戸数への影響に関する回帰分析を実施したところ、最大控除額が100万円増加すると、四半期ご
との持家新設着工戸数が2.3%増加するとの結果となった。

【参考】（一財）日本総合研究所提供資料より抜粋
（（公財）日本住宅総合センター調査研究事業）
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【参考】住宅投資額の押上効果の試算
【参考】（一財）日本総合研究所提供資料より抜粋

（（公財）日本住宅総合センター調査研究事業）

■ 住宅ローン減税が無くなった場合の影響の試算 ※2023年データを基に試算

①最大控除額が100万円減少した場合の持家着工戸数の変化（四半期）：▲2.3%

②現行の住宅ローン減税の最大控除額（2023年）：約375万円
※性能種別（⾧期優良・ZEH水準・省エネ基準・一般住宅）ごとの最大控除額の算術平均で算出

③住宅ローン減税が無くなった場合の持家住宅着工戸数の変化【①×②】
⇒▲約8.8%

④持家新設着工戸数（2023年、四半期平均）：56,264戸

⑤住宅ローン減税が無くなった場合の持家着工戸数の減少数（年間）【③×④×4】
⇒▲2.0万戸

⑥分譲住宅についても同様の影響があると仮定した場合の住宅着工戸数の変化（年間）
⇒▲2.0万戸＋▲2.2万戸＝▲4.1万戸

※１：分譲住宅の新設着工戸数（2023年、四半期平均）：61,687戸
※２：四捨五入の関係により合計が一致しない

⇒上記を踏まえた、住宅ローン減税による住宅投資額の押上効果は約0.9兆円※３と推計
（経済波及効果（一次波及効果）は約1.7兆円※４）
※３：住宅の性能向上等による住宅投資の押上効果は計算に含めていない
※４：総務省「令和2年（2020年）産業連関表による経済波及効果 簡易計算ツール」より推計



省エネ性能の高い住宅に係る借入限度額上乗せ措置の効果

○ 住宅ローン減税においてZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額の上乗せを措置する前後で比較。

○ 借入限度額上乗せ措置により、新築マンションにおけるZEH水準住宅の取得が促進された可能性が示唆される。

○ ただし、ZEH水準省エネ住宅については、補助制度等の他の支援制度も存在。

○新築マンションに占めるZEHの割合

※それぞれ点線及び点線上の2022年度、2023年度の値は、2018年度から2021年度までのデータの近似直線と、そのペースが
維持された（≒措置がなかった）場合に想定される2022年の値を示したもの

※上記のグラフには、住宅ローン減税の対象でない賃貸用マンションも含むデータであることに留意

（一般社団法人 環境共創イニシアチブ 「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業調査発表会2023」資料をもとに国土交通省作成）
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○ 令和４（2022）年以降、災害レッドゾーンに新築される住宅について、市町村長の勧告に従わず建築
された旨を公表された場合※、税制措置の適用除外とした。

○ この前後で、災害レッドゾーンへの住宅立地の傾向については、特段の変化は確認されなかった。

新築住宅に係る固定資産税の減額措置の立地誘導効果

（総務省「住宅・土地統計調査」に基づく国立研究開発法人建築研究所の推計結果をもとに、国土交通省が資料作成）
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A. 災害危険区域 B. 地すべり防止区域 C. 急傾斜地崩壊危険区域 D. 土砂災害特別警戒区域

2022年度から、一定の災害レッドゾー
ンを減額措置の対象から除外

【都市再生特別措置法の勧告・公表制度の活用実績（令和5年度）】

・ 第88条第3項に基づく勧告の実施数：4件（1団体） ※災害レッドゾーンに係る勧告はなし
・ 第88条第5項に基づく公表の実施数：0件

（国土交通省都市局による地方公共団体への調査 回答団体数：585団体）

（建築の時期）



新築住宅に係る固定資産税の減額措置による効果
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○ 新築住宅に係る固定資産税の減額措置については、立地の要件を除き、制度の概要は長期間変更され
ておらず、近年のデータを用いた分析は困難であるため、以前に40㎡台の貸家以外の住宅が措置の対象
から除かれた前後での分析を実施。
○ 対象外とされたことによる明確な効果は確認できないものの、貸家との割合に変化が確認された。

【2000（H12）年度における改正内容】
・共同貸家以外の住宅については、減額措置の対象となる床面積要件（下限）：40㎡以上→50㎡以上に変更
・共同貸家については、35㎡以上で変化なし（2004（H16）年度に40㎡以上に改正されたのち、現在まで変更なし）
⇒40㎡台の住宅着工全体に占める、分譲住宅と貸家の比率で比較

（国土交通省「住宅着工統計」より国土交通省作成）

1999年以前は、分譲住宅比率が
40㎡台では横ばいなのに対して、
50㎡～70㎡では減少傾向

2000年以降は、分譲住宅比率が
40㎡台では緩い上昇なのに対し
て、50㎡～70㎡では大きく上昇

減額措置の対象外としたことの明確な効果はわからないものの、近い面積帯（51～70㎡）と比較して、40㎡台の住宅
については、制度変更前後で貸家に対する分譲住宅の比率のトレンドが低位に推移していることが確認された

2.4%
3.8% 4.4%

8.9%

23.8%

6.7% 5.7%

12.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

面積帯別の貸家に対する分譲住宅の割合（共同住宅のみ）

41～50㎡ 51～70㎡

→40㎡台住宅を対象から除外

（年度）


